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2
0
1
9
年
6
月
、
公
共
工
事

品
質
確
保
促
進
法
（
品
確
法
）
、

公
共
工
事
入
札
契
約
適
正
化
法

（
入
契
法
）
、
建
設
業
法
が
改
正

さ
れ
、
「
新
・
担
い
手
3
法
」
が

成
立
し
ま
し
た
。
昨
年
4
月
施
行

の
働
き
方
改
革
関
連
法
に
基
づ

き
、
建
設
業
に
時
間
外
労
働
の
罰

則
付
き
上
限
規
制
が
2
0
2
4
年

度
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ

を
見
据
え
、
長
時
間
労
働
の
是
正

に
向
け
た
制
度
的
な
対
応
を
措
置

す
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
た
め
、

「
適
正
工
期
」
の
概
念
を
取
り
入

れ
た
こ
と
が
大
き
な
特
徴
点
で

す
。
今
回
は
こ
の
新
・
担
い
手
3

法
、特
に
建
設
業
法
の
主
な
内
容
、

建
設
労
働
組
合
と
し
て
の
運
動
課

題
な
ど
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

入
契
法
（
2
0
1
9
年
9
月
1

日
施
行
）
で
は
、
公
共
発
注
者
の

取
り
組
む
べ
き
事
項
に
、
工
期
の

確
保
や
施
工
時
期
の
平
準
化
が
明

記
さ
れ
ま
し
た
。
公
共
工
事
の
適

正
施
工
確
保
の
た
め
技
能
者
の
労

働
環
境
整
備
も
進
め
ら
れ
、
基
本

方
針
に
は
建
設
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

シ
ス
テ
ム（
以
下
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
）の
活

用
促
進
に
向
け
、
受
発
注
者
の
取

り
組
み
連
携
を
求
め
て
お
り
、
適

正
化
指
針
を
受
け
国
は
Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ

の
利
用
環
境
の
充
実
と
向
上
に
努

め
る
と
し
、
国
や
自
治
体
な
ど
は

公
共
工
事
の
施
工
で
利
用
を
進
め

る
よ
う
努
力
す
る
と
し
ま
し
た
。

長谷部さん都内の工事現場

品
確
法
（
2
0
1
9
年
6
月
施

行
）
の
改
正
で
、
調
査
・
設
計
業

務
も
対
象
に
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

主
な
特
徴
は
以
下
の
点
で
す
。

（
1
）
第
3
条
に
、
災
害
応
急
対

策
・
復
旧
工
事
が
迅
速
か
つ
円
滑

に
実
施
さ
れ
る
体
制
の
整
備
、
公

共
工
事
に
お
け
る
請
負
契
約
の
当

事
者
が
各
々
対
等
な
立
場
に
お
け

る
合
意
に
基
づ
い
て
、
市
場
に
お

け
る
労
務
の
取
引
価
格
、
適
正
な

工
期
を
定
め
る
公
正
な
契
約
を
締

結
し
、
公
共
工
事
等
に
従
事
す
る

者
の
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他
の

労
働
条
件
、
安
全
衛
生
そ
の
他
の

労
働
環
境
の
適
正
な
整
備
に
つ
い

て
配
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
追
記
が
さ
れ
ま
し
た
。

（
2
）
第
7
条
に
、
発
注
時
期
平

準
化
の
た
め
の
繰
越
明
許
費
・
債

務
負
担
行
為
の
活
用
、
公
共
工
事

従
事
者
の
労
働
時
間
の
適
正
確

保
、
休
日
日
数
を
考
慮
し
た
適
正

な
工
期
設
定
な
ど
が
定
め
ら
れ
ま

し
た
。

（
3
）
第
8
条
に
、
工
事
実
施
者

は
下
請
契
約
締
結
時
、
技
能
労
働

者
等
の
賃
金
、
労
働
条
件
そ
の
他

の
労
働
環
境
が
適
正
に
整
備
さ
れ

る
よ
う
、
市
場
に
お
け
る
労
務
の

取
引
価
格
、
保
険
料
等
を
的
確
に

反
映
し
た
適
正
な
額
の
請
負
代
金

及
び
適
正
な
工
期
を
定
め
る
下
請

契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
な
ど
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

（
4
）
品
確
法
基
本
方
針
の
一
部

変
更
で
は
、
災
害
応
急
・
復
旧
体

制
の
整
備
を
規
定
し
、
具
体
策
と

し
て
、
緊
急
性
に
応
じ
随
意
契
約

や
指
名
競
争
入
札
の
適
切
な
選
択

な
ど
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

建
設
業
法
の
改
正
は
次
の
よ
う

な
内
容
で
す
。

（
1
）
19
年
9
月
1
日
に
施
行
さ

れ
た
の
は
、
第
27
条
の
40
（
建
設

業
者
団
体
等
の
責
務
）
、
第
34
条

（
中
央
建
設
業
審
議
会
の
設
置

等
）
、
第
25
条
の
27
（
施
工
技
術

の
確
保
に
関
す
る
建
設
業
者
等
の

責
務
）
で
す
。
特
に
第
25
条
の
27

で
は
、
「
建
設
工
事
に
従
事
す
る

者
は
、
建
設
工
事
を
適
正
に
実
施

す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技

術
又
は
技
能
の
向
上
に
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
新
た
に
定

め
ら
れ
ま
し
た
。

（
2
）
20
年
10
月
施
行
予
定
は
、

第
7
条
（
許
可
の
基
準
）
、
第
17

条
の
2
（
譲
渡
及
び
譲
受
け
並
び

に
合
併
及
び
分
割
）
、
第
17
条
の

3
（
相
続
）
、
第
19
条
（
建
設
工

事
の
請
負
契
約
の
内
容
）
、
第
19

条
の
5
（
著
し
く
短
い
工
期
の
禁

止
）
、
第
19
条
の
6
（
発
注
者
に

対
す
る
勧
告
等
）
、
第
20
条
（
建

設
工
事
の
見
積
り
等
）
、
第
20
条

の
2
（
工
期
等
に
影
響
を
及
ぼ
す

事
象
に
関
す
る
情
報
の
提
供
）
、

第
24
条
の
3
（
下
請
代
金
の
支

払
）
、
第
24
条
の
5
（
不
利
益
取

扱
い
の
禁
止
）
、
第
26
条
（
主
任

技
術
者
及
び
監
理
技
術
者
の
設
置

等
）
、
第
41
条
の
2
（
建
設
資
材

製
造
業
者
等
に
対
す
る
勧
告
及
び

命
令
等
）
で
す
。

特
に
、
請
負
契
約
に
お
け
る
書

面
の
記
載
事
項
の
追
加
で
は
、
働

き
方
改
革
促
進
の
た
め
、
工
事
を

施
工
し
な
い
日
、
時
間
の
定
め
を

す
る
時
は
そ
の
内
容
の
書
面
記
載

を
課
し
、
注
文
者
に
対
し
て
、
工

事
施
工
の
た
め
通
常
必
要
と
認
め

ら
れ
る
期
間
に
比
し
て
、
著
し
く

短
い
期
間
を
工
期
と
す
る
請
負
契

約
の
禁
止
を
定
め
ま
し
た
。

建
設
業
者
と
請
負
契
約
を
締
結

し
た
発
注
者
が
こ
の
規
定
に
違
反

し
た
場
合
、
当
該
発
注
者
に
対
し

て
許
可
行
政
庁
に
よ
る
勧
告
、
勧

告
に
従
わ
な
い
時
は
公
表
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。
元
請
・
1
次
、
1
次
・
2
次
間

等
で
の
著
し
く
短
い
工
期
に
よ
る

契
約
に
つ
い
て
は
、
通
報
を
基
準

と
し
て
、従
来
の
41
条
で
の
勧
告
、

第
28
条
で
の
指
示
処
分
、
ま
た
は

通
報
に
よ
る
第
31
条
の
立
入
調
査

・
報
告
徴
収
の
実
施
と
な
り
ま
す

が
、
不
利
益
取
扱
い
の
禁
止
が
規

定
さ
れ
、
違
反
行
為
を
下
請
負
人

に
よ
る
許
可
行
政
庁
、
公
正
取
引

委
員
会
、
中
小
企
業
庁
長
官
に
そ

の
事
実
の
通
報
を
理
由
と
し
て
、

当
該
下
請
負
人
に
取
引
の
停
止
そ

の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
契
約
で
の
「
著
し
く
短

い
工
期
」
を
明
確
化
さ
せ
る
た
め

に
、
工
程
ご
と
の
作
業
及
び
そ
の

準
備
に
必
要
な
日
数
を
明
ら
か
に

し
て
、
建
設
工
事
の
見
積
り
を
行

な
う
こ
と
の
努
力
義
務
の
追
加
、

工
期
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
に

関
す
る
情
報
の
提
供
が
追
加
さ
れ

ま
し
た
。
そ
の
他
、
元
請
は
下
請

代
金
の
う
ち
労
務
費
に
相
当
す
る

部
分
に
つ
い
て
は
現
金
で
支
払
う

よ
う
適
切
な
配
慮
義
務
も
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

（
3
）
21
年
4
月
1
日
施
行
予
定

は
、技
術
検
定
制
度
の
見
直
し（
第

27
条
技
術
検
定
）
で
す
。

全
建
総
連
が
組
合
員
を
対
象
に

実
施
し
た
、
2
0
1
9
年
被
保
険

者
報
酬
月
額
算
定
届
に
よ
る
調
査

で
は
、
技
能
労
働
者
の
平
均
月
収

は
34
万
7
7
1
8
円
、
月
給
制
の

割
合
は
47
・
5
％
で
、
週
休
2
日

と
の
回
答
は
16
・
5
％
に
と
ど
ま

っ
て
い
ま
す
。
建
設
業
の
健
全
な

持
続
的
発
展
に
は
、
技
能
労
働
者

全
体
の
処
遇
改
善
、
1
日
8
時
間

・
週
40
時
間
労
働
（
週
休
2
日
）

で
、
安
定
し
た
生
活
の
で
き
る
賃

金
・
労
働
条
件
を
現
場
で
実
現
し
、

特
に
若
年
層
入
職
確
保
に
は
、
月

給
制
な
ど
安
定
的
雇
用
を
前
提
と

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

品
確
法
・
入
契
法
改
正
で
は
、

公
共
工
事
で
の
発
注
者
・
受
注
者

の
責
務
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
ま
し

た
。
全
て
の
公
共
現
場
で
適
正
な

工
期
、
賃
金
・
単
価
が
確
保
さ
れ

る
こ
と
で
、
民
間
工
事
へ
も
波
及

が
さ
れ
る
よ
う
、
発
注
者
・
元
請

に
要
求
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

建
設
業
法
改
正
で
は
、
「
著
し

く
短
い
工
期
の
禁
止
」
が
定
め
ら

れ
ま
す
が
、
現
場
従
事
者
か
ら
は

依
然
と
し
て
厳
し
い
工
期
実
態
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
全
て
の
工

程
・
職
種
で
、
適
正
な
工
期
基
準

設
定
・
工
程
確
保
を
求
め
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

組
合
と
し
て
、
法
定
福
利
費
明

示
の
標
準
見
積
書
作
成
の
取
り
組

み
に
加
え
、
必
要
な
工
期
・
工
程

期
間
明
示
も
周
知
し
、
休
日
が
増

加
し
て
も
減
収
に
な
ら
な
い
た
め

の
賃
金
・
単
価
・
必
要
経
費
の
確

保
、
前
工
程
の
遅
延
等
で
見
積
り

時
か
ら
工
期
・
工
程
の
変
更
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
書
面
に
よ
る
変

更
契
約
の
徹
底
を
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

新
・
担
い
手
3
法
を
技
能
労
働

者
の
処
遇
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く

た
め
に
、
工
事
受
発
注
を
低
単
価

・
短
工
期
あ
り
き
に
さ
せ
ず
、
Ｃ

Ｃ
Ｕ
Ｓ
を
活
用
し
た
能
力
評
価
に

応
じ
た
賃
金
基
準
、
企
業
の
施
工

能
力
・
品
質
確
保
能
力
等
の
評
価

に
よ
る
適
正
な
単
価
・
工
期
設
定

等
、
建
設
業
界
の
新
し
い
ル
ー
ル

作
り
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ

う
。

求

人

工事施工しない日、時間に関し

長
時
間
労
働
の
是
正
を
明
確
に

書面への記載を課す

「
適
正
工
期
」取
り
入
れ
る

請
負
契
約
の
当
事
者
は

平
等
な
立
場
で
合
意

違
反
に
は

き
び
し
い
処
分

新
し
い
ル
ー
ル
作
り
の
た
め

発
注
者
・
元
請
へ
要
求


